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所得税法 

情報の透明性に関する新しい国際基準に基づき、税務目的のための金融口座情報および国別
報告書の自動的交換について日台が合意 

「公益財団法人日本台湾交流協会」と「台湾日本関係協会」が、税務目的のための金融口座情報(CRS)
および国別報告書(CbCR)の自動的交換の実施手続について合意し、取り決めを交わしました。台湾財
政部は合意に基づき、①2019年度および 2019年度以降の金融口座情報(CRS)、②多国籍企業グルー
プの最終親会社の会計年度が 2017 年 1 月 1 日以降開始の事業年度の国別報告書(CbCR)について、
日本政府へ提供または日本政府から取得できるようになります。 

上記の合意をうけて 2018 年 12 月 3 日に台湾財政部は日本を国別報告書の自動的交換を行える国と
して公表しました。2017年度の法人税申告書の添付資料 B6において、海外最終親会社(UPE)もしく
は指定子会社(SPE)が日本に所在し、台湾子会社(台湾支店)自らが国別報告書を提出するとしたもの
については、国別報告書の提出が不要となりましたが、それに伴う申告書の添付資料 B6 の開示情報
の修正手続きは必要ありません。 

租税協定締結国で営利事業者が得る海外所得について、租税協定の適用申請を行わず過大納
付となった外国税額は、控除不可 

租税協定の相手国で営利事業者が得る所得について、租税協定により相手国において課税免除もしく
は限度税率が定められている場合は、租税協定に基づき当該国で所得税の減免申請を行うことができ
ます。この租税協定の適用申請を行わず免税となるべきものを納付した、あるいは租税協定の限度税
率を超えて納付した税額については、外国税額控除を取ることはできません。 

国際租税環境が時々刻々変化するため、二重課税を回避し自身の権利と利益を守るためには、各国で
投資または事業活動を行う企業は、租税協定の内容に留意する必要があります。 

営業税法 

外国電子商取引業者に宿泊役務を販売する営業人は、3 枚綴りの統一発票を発行し営業税納
付が必要 

台湾内の営業人(サプライヤー)が外国電子商取引業者の設置するウェブサイトあるいはシステムを利
用し、台湾内の個人(買受人)に宿泊役務を販売し、外国電子商取引業者が買受人から代金を受け取り、
ウェブサイト(システム)の手数料を差し引いた金額を台湾内のサプライヤーに支払う場合、サプライ
ヤーは実際に受け取る代金について、海外電子商取引業者を宛名とした 3枚綴りの統一発票を発行し、
営業税を納付・申告する必要があります。 
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2017年5月より外国電子商取引業者は台湾国税局へ税籍登記申請を行うことが義務付けられており、
台湾内の営業人(サプライヤー)は財政部税務ポータルサイトで外国電子商取引業者の統一番号を調べ
ることができます。 

投資業務を兼業する営利事業者の年末の営業税申告における留意点 

投資業務を兼業する営業人は、台湾内外で分配された配当金について、年度末の最終回の営業税申告
の際にその配当所得の全額を免税売上高に加算して申告するほか、当年度の控除対象外仕入税額の割
合を計算し納付すべき税額を調整した上で、営業税を納付しなければなりません。 

営業人が 2018 年最終回(11 月~12 月)の営業税を申告・納付する際、下記に留意することが必要で
す。 

1. 配当所得の場合、①現金配当、②未処分利益の資本組み入れによる株式配当、③(株主出資によらな
い)資本準備金の現金分配など、すべて免税売上高に加算し申告することが必要。 

2. 台湾内で得る配当：両税合一制度による税額控除の実施期間中、配当所得は純額で免税売上高に加
算し申告する制度であったが、2018年 1月 1日より株主控除可能税額記録簿制度が廃止されたた
め、台湾内で取得する配当には控除可能税額が含まれない。よって、取得した配当金額をもって免
税売上高に加算し申告することが必要。 

3. 台湾外より得る配当：台湾外より得る配当所得は、投資事業から支給された総額(すなわち、配当純
額に源泉徴収税額を加算した合計額)を免税売上高に加算し申告することが必要。 

会社法・証券管理に関する法律 

「公開発行会社の資産取得または処分に関する処理準則」の改正 

国際財務報告基準第16号「リース」の適用に伴い、公開発行会社の資産取得または処分に関する情報
の開示品質を向上させるため、金融監督管理委員会は2018年11月26日付金管証発字第1070341072
号通達により、「公開発行会社の資産取得または処分に関する処理準則」を一部改正し、2019年1月
1日より施行することとしました。改正のポイントは次のとおりです。 

1. 適用対象の資産の適用範囲を拡大し、「使用権資産」も含むこととした。  
2. 株式が無額面あるいは 1 株あたりの額面金額が NT$10 以外の会社は、当該準則第 31 条に定める
「払込資本金額 NT$100億」の公告・申告基準について、「親会社の所有者に帰属する持分 NT$200
億」として計算すると明示した。 

3. 第三者専門家の消極的資格要件、提出される価格査定報告書または意見書の評価、監査および免責
事項について明示した。 

4. 監査作業が確実に実行されるようにするため、法に基づいて独立取締役を設置した公開発行会社に
ついては、デリバティブ商品取引で重大な違反があった場合には、独立取締役に書面にて通知する
必要があると明示した。 
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本台湾税務および投資法令アップデートは読者への参考に供するためのものであり、当事務所が関連の特定テーマ
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益を主張するために引用してはなりません。本内容は資誠聯合会計師事務所の同意なく、転載、またはその他の目
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